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設計等の成果品、地質資料、現地踏査結果及び設計条件等に基づき工事

発注に必要な平面図、縦横断面図、構造物等の詳細設計図、設計計算書、

工種別数量計算書、施工計画書等を作成するものをいう。

第 1207条 調査業務の条件

１．受託者は、業務の着手にあたり、第 1112条 に 定める貸与資料、第 1201

条 に定める適用基準等及び設計図書を基に調査条件を確認する ｡受託者は、

これらの図書等に示されていない調査条件を設定する必要がある場合は、

事前に監督員の指示または承諾を受けなければならない。

２．受託者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、第 1112条 に

定める貸与資料等及び設計図書に示す調査事項と照合して、現地踏査に

よる調査対象項目あるいは資料収集対象項目を整理し、監督員の承諾を

得るものとする。

３．受託者は、本条２項に基づき作業した結果と、第 1112条 の貸与資料と

相違する事項が生じた場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目

を監督員と協議するものとする。

４．受託者は、設計図書及び第 1201条 に定める諸基準等に示された以外の

解析方法等を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由

を付して監督員の承諾を得るものとする。

第 1208条 計画業務の条件

１．受託者は、業務の着手にあたり、第 1112条 に 定める貸与資料、第 1201

条 に定める適用基準等及び設計図書を基に計画条件を確認する ｡受託者は、

これらの図書等に示されていない計画条件を設定する必要がある場合は、

事前に監督員の指示または承諾を受けなければならない。

２．受託者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、第 1112条 に

定める貸与資料等及び設計図書に示す計画事項と照合して、現地踏査に

よる調査対象項目あるいは資料収集対象項目を整理し、監督員の承諾を

得るものとする。

３．受託者は、本条２項に基づき作業を行った結果と、第 1112条 の貸与資

料と相違する事項が生じた場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象

項目を監督員と協議するものとする。

４．受託者は、設計図書及び第 1201条 に定める諸基準等に示された以外の

解析方法等を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由

を付して監督員の承諾を得るものとする。

第 1209条 設計業務の条件

１．受託者は、業務の着手にあたり、第 1112条 に 定める貸与資料、第 1201

条 に定める適用基準等及び設計図書を基に設計条件を設定し、監督員の

承諾を得るものとする。また、受託者は、これらの図書等に示されてい

ない設計条件を設定する必要がある場合は、事前に監督員の指示または

承諾を受けなければならない。

２．受託者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、第 1112条 に

定める貸与資料等及び設計図書に示す設計事項と照合して、現地踏査に

よる調査対象項目あるいは資料収集対象項目を整理し、監督員の承諾を

得るものとする。

３．受託者は、本条２項において、第 1112条 の貸与資料と相違する事項が
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生じた場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を監督員と協議

するものとする。

４．受託者は、設計図書及び第 1201条 に定める適用基準等に示された以外

の解析方法等を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理

由を付して監督員の承諾を得るものとする。

５．受託者は、設計に当たって特許工法等特殊な工法を使用する場合には、

監督員の承諾を得るものとする。

６．設計に採用する材料、製品は原則としてＪＩＳ、ＪＡＳの規格品及び

これと同等品以上とするものとする。

７．設計において、建設省（国土交通省）土木構造物標準設計図集に集録

されている構造物については、発注者は、採用構造物名の呼び名を設計

図書に明示し、受託者はこれを遵守するものとする。なお、これらに定

められた数量計算は単位当たり数量をもととして行うものとする。

８．受託者は、設計計算書の計算に使用した理論、公式の引用、文献等並

びにその計算過程を明記するものとする。

９．受託者は、設計にあたって建設副産物の発生、抑制、再利用の促進等

の視点を取り入れた設計を行うものとする。

また、建設副産物の検討成果として、リサイクル計画書を作成するも

のとする。

10．受託者は、概略設計又は予備設計を行った結果、後段階の設計におい

て一層のコスト縮減の検討の余地が残されている場合は、最適案として

選定された１ケースについてコスト縮減の観点より、形状、構造、使用

材料、施工方法等について、後設計時に検討すべきコスト縮減提案を行

うものとする。

この提案は概略設計又は予備設計を実施した受託者がその設計を通じて

得た着目点・留意事項等（コスト縮減の観点から後設計時に一層の検討

を行うべき事項）について、後設計を実施する技術者に情報を適切に引

き継ぐためのものであり、本提案のために新たな計算等の作業を行う必

要はない。

11．受託者は、概略設計又は予備設計における比較案の提案、もしくは、

概略設計における比較案を予備設計において評価、検討する場合には、

新技術情報提供システム（ ）等を利用し、新技術・新工法を積極NETIS
的に活用するための検討を行うものとする。

また、受託者は、詳細設計における工法等の選定においては、新技術

情報提供システム（ ）等を利用し、新技術・新工法を積極的に活NETIS
用するための検討を行い、監督員と協議のうえ、採用する工法等を決定

した後に設計を行うものとする。

12．受託者は、概略設計又は予備設計における比較案の提案、もしくは、

概略設計における比較案を予備設計において評価、検討する場合には、

和歌山県県産品建設資材及び和歌山県リサイクル認定製品を積極的に活

用するための検討を行うものとする。

また、受託者は、詳細設計における工法等の選定においては、和歌山

県県産品建設資材及び和歌山県リサイクル認定製品を積極的に活用する

ための検討を行い、監督員と協議のうえ、採用する工法等を決定した後

に設計を行うものとする。
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